環境農林水産部　令和８年２月定例府議会提出予定議案の概要
１　事件議決案（２件）
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要
	所管課

	土地改良事業の施行に伴う負担金徴収の件

	令和８年度において府が施行する土地改良事業により利益を受ける市町及び一部事務組合から負担金を徴収するため、土地改良法第９１条第６項の規定により議決を求めるもの。
　　受益市町等　　河内長野市ほか２６市町及び１組合
　　負担率　　１７５／１，０００ほか
　　負担金　　４億６，７０７万６千円

	農政室
整備課



	土地改良事業の施行に伴う負担金変更の件

	令和７年度において府が施行中の土地改良事業の事業費の変更に伴う受益市町等負担金の変更について、土地改良法第
９１条第６項の規定により議決を求めるもの。

　　負　担　金　　３億８，７５９万円

　　　　　　　　　→　４億３，５８９万８千円


	農政室
整備課


２　条例案（６件）
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要
	所管課

	大阪府特別会計条例一部改正の件

	　農業改良資金の貸付事業が終了するため、農業改良資金に関する規定を削除する。
　　　　施行日：令和８年４月１日


	環境農林水産総務課

	大阪府民の森条例一部改正の件

	大阪府民の森ちはや園地のシャワー棟の新設に伴い、シャワーの利用料金の上限額を新たに設定する。
　・シャワー　一人一回　
４３０円
　　　　施行日：令和８年７月１日

	みどり推進室
みどり企画課

	水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例の一部を改正する条例等一部改正の件

	排水基準を定める省令の改正及び府域の特定事業場の排水実態等を踏まえ、適用期間等の改正を行う。
１　水質汚濁防止法の上乗せ基準の暫定排水基準について、亜鉛については５年間、ほう素等については３年間適用期間を延長する。

２　畜産農業に属する工場又は事業場に係る排出水のアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物等の許容限度を引き下げる。

　　　　施行日：令和８年４月１日

　〔関係条例〕

　・水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例の一部を改正する条例

　・水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例等の一部を改正する条例


	環境管理室
環境保全課

	大阪府営土地改良事業分担金等条例一部改正の件

	土地改良法の改正により、農地中間管理機構から所有権の移転を受けた者又はその承継人が土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途に供するため所有権の移転等をした場合に特別徴収金を徴収できることになったことに伴い、条例において同趣旨の改正を行う。
　　　施行日：公布の日

	農政室
整備課

	大阪府中央卸売市場業務規程一部改正の件

	卸売市場法の改正により、業務規程に定めるべき事項が追加されたことに伴い、これらの事項を定める。
〔主な事項〕

　・指定飲食料品等を公表すること
　・持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標を公表すること　等

　　　　施行日：令和８年４月１日

	中央卸売市場

	大阪府附属機関条例等一部改正の件
	委員の本業及び主要都道府県等の報酬の水準等を踏まえ、附属機関の委員の報酬の上限額が改定されることに伴い、関係条例の委員等の報酬額を改定する。
　　〔改正前〕日額　　９，８００円

　　〔改正後〕日額　１８，０００円　等　

　　　　施行日：令和８年４月１日

　〔関係条例〕

　　・大阪府環境審議会条例

　　・大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例

	脱炭素・エネルギー政策課

環境管理室
環境保全課


３　報告（１件）

	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要
	所管課

	令和８年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策に関する報告の件

	令和８年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策について、大阪府環境基本条例第９条第２項の規定により報告するもの。
	脱炭素・エネルギー政策課
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